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８ 公益社団法人 高知県理学療法士協会 会長 宮本 謙三 

９ 公益社団法人 高知市シルバー人材センター 事務局長 藤原 好幸 

10 
公益社団法人 認知症の人と家族の会 

高知県支部 
世話人 小笠原 千加子 
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14 高知市居宅介護支援事業所協議会 理事 高岡 秀実 

15 高知市民生委員児童委員協議会連合会 副会長 北岡 廣明 

16 高知市老人クラブ連合会 会長 三宮 尊良 
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19 公募委員 松木 孝明 
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●高知市高齢者保健福祉計画推進協議会条例

(平成 27 年 4 月 1 日条例第 47 号) 

（設置） 

第１条 高知市高齢者保健福祉計画（以下「高齢者保健福祉計画」という。）及び高知市介

護保険事業計画（以下「介護保険計画」という。）の策定及び推進等に当たり，広範な市

民の意見を反映するため，高知市高齢者保健福祉計画推進協議会（以下「協議会」とい

う。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は，次に掲げる事項について協議する。 

(1) 高齢者保健福祉計画及び介護保険計画の策定に関すること。

(2) 高齢者保健福祉計画及び介護保険計画に基づく諸施策の進捗状況に関すること。

(3) 高齢者保健福祉計画及び介護保険計画の推進の方策に関すること。

(4) 高齢者保健福祉計画及び介護保険計画の見直しに関すること。

(5) 高齢者保健福祉計画と介護保険計画との調和に関すること。

(6) その他高齢者保健福祉計画及び介護保険計画の推進に関すること。

（組織） 

第３条  協議会は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員20人以内で組織する。 

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の役職員

(3) 市民

(4) その他市長が特に必要と認める者

２ 前項第３号の委員は，公募によるものとし，その選考に当たっては，高知市高齢者保健

福祉計画推進協議会公募委員選考委員会（以下「選考委員会」という。）において審査

する。 

３ 委員の公募の実施並びに選考委員会の組織及び運営について必要な事項は，市長が 

別に定める。 

（委員の任期） 

第４条  委員の任期は，３年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間と

する。 

２ 委員は，再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第５条  協議会に会長及び副会長１人を置き，委員の互選によりこれを定める。 

２  会長は，会務を総理し，協議会を代表する。 

３  副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，その職務

を行う。 

（会議） 

第６条  協議会の会議は，会長が必要に応じて招集し，会長が議長となる。 
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（資料提供その他の協力等） 

第７条 協議会は，その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは，関係部局そ

の他の者に対し，資料の提出，意見の表明，説明その他必要な協力を求めることができ

る。 

（守秘義務） 

第８条 委員は，その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様

とする。 

（専門部会） 

第９条 協議会の所掌事項について専門的に協議する必要があるときは，協議会に専門

部会を置くことができる。 

２  専門部会の組織及び運営について必要な事項は，市長が別に定める。 

（庶務） 

第10条  協議会の庶務は，健康福祉部において処理する。 

（その他） 

第11条 この条例に定めるもののほか，協議会の運営について必要な事項は，会長が協

議会に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において置かれていた高知市高齢

者保健福祉計画推進協議会（高知市高齢者保健福祉計画推進協議会設置要綱（平成６

年７月26日制定）の規定に基づき組織されたものをいう。以下「旧協議会」という。）は，

協議会となり，同一性をもって存続するものとする。 

３ この条例の施行の際現に旧協議会の委員として市長から委嘱されている者及び旧協議

会の会長又は副会長に選任されている者は，施行日において協議会の委員に委嘱され，

又は会長若しくは副会長に選任されたものとみなす。ただし，その任期は，第４条第１項

の規定にかかわらず，旧協議会の委員並びに会長及び副会長としての残任期間に相当

する期間とする。 
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1 １-１

１-２

１-３

2 ２-１

２-２

２-３

２-４

２-５

3 ３-１

３-２

３-３

4 ４-１

４-２

5 ５-１

５-２

５-３

多様なサービスを効果的に受けられる

～保険者によるマネジメント機能の強化・推進～

多様な主体との考え方や方向性の共有

地域高齢者支援センターの機能強化

地域分析に基づく保険者機能の強化

住み慣れた地域で暮らし続けられる

～暮らしに不安を持つ高齢者・家族等の
生活を支える施策の推進

（住環境・公共交通など）～

多様な暮らし方の支援

暮らしの中で受けられる介護サービスの充実

公共空間や交通のバリアフリー化

介護や看護に従事する人たちが
誇りとやりがいを持って働き続けられる

～介護事業所・従事者の質の向上，
労働環境の整備促進～

事業所の質の向上

事業所の職場環境の改善

安心して暮らし続けられる

～暮らしに不安を持つ高齢者・家族等の
生活を支える施策の推進～

ひとりになっても安心して暮らし続けられる支援

認知症になっても安心して暮らし続けられる支援

重度の要介護状態になっても安心して暮らし続けられる支援

安心して暮らし続けられるための権利を守る支援

災害時でも安心して暮らし続けられる支援

基本理念　　：　　『　ちいきぐるみの支え合いづくり　』

【基本目標】 【施策の方向性】

いきいきと暮らし続けられる

～高齢者の健康増進・社会参加による
健康寿命の維持向上及び介護予防の推進～

健康づくりの推進

生活支援サービスの充実

市民が主体となる地域活動の推進

●高齢者保健福祉計画の施策体系
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＜報告事項＞ 

１ 次期介護保険制度改正に関する国の動向について 

「全国厚生労働関係部局長会議資料 

（令和２年１月 17 日（金））老健局」 より抜粋
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２ 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

（令和３～５年度）の策定に向けた 

策定体制・スケジュール 
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計画策定体制

 

意見交換会内容 

テーマ 対象 内容 

住民主体の通いの場を

充実させるために 

協議会委員，いきいき

百歳体操お世話役及び

サポーター，支援者等

・住民主体の通いの場の充実のた

めの取組

・栄養等フレイル対策への意見

高知市高齢者保健福祉計画推進協議会 

役割：計画素案検討審議，計画原案検討審議・了承 

委員数：20 名（公募委員含む） 

計画素案，計画原案の提示 

第７期計画の評価 
パブリックコメント 

健康福祉部長，保健所長，健康福祉部副部長，福祉事務所長 

庁内検討委員会 

役割：具体的方策の検討，計画素案・計画原案の作成 

高齢者支援課・介護保険課 

健康増進課・保険医療課・健康福祉総務課 

ワーキンググループ

計画策定のための現状把握・分析 

役割：協議会委員

や当事者，関係団

体等との意見交

換を行い，課題分

析や対応策につ

いて検討を行う 

意見交換会 

在宅介護実態調査 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

介護支援専門員対象調査 

地域包括ケア「見える化」システム 

（取り止め） 

（取り止め） 
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令和２年度 計画策定スケジュール

時期 協議会 主な内容 

２年 

４月 

５月 

６月 第１回 計画推進協議会 （１） 策定体制・スケジュール

（２） 高知市高齢者保健福祉計画

（平成 30～32 年度）の進捗状況

７月 

８月 

９月 第２回 計画推進協議会 （１） 高齢者保健福祉に関する調査の結果

（２） 次期高知市高齢者保健福祉計画（令和３

～５年度）概要（案）

10 月 第３回 計画推進協議会 （１） 高齢者保健福祉計画素案の審議

12 月 

３年 

１月 

第４回 計画推進協議会 （１） 高齢者保健福祉計画素案の審議

（２） 介護保険事業計画素案の審議

２月 

第５回 計画推進協議会 新計画原案の承認 

高
齢
者
保
健
福
祉
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査 

パ
ブ
リ
ッ
ク 

コ
メ
ン
ト
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３ 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 

（平成 30～令和２年度）の進捗状況 
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３－２ 暮らしの中で受けられる介護サービスの充実 

 

１ 経過 

  本市では，要介護等高齢者一人ひとりが住み慣れた地域の中で安心して暮らし続けていくことがで

きるよう，在宅生活を支えるためのサービスとして地域密着型サービスの整備を進めてきました。ま

た，要介護高齢者の在宅復帰を支援する中間施設としての役割が期待される，介護老人保健施設の整

備を進めることとしております。第7期介護保険事業計画で整備を予定している事業所及び施設につ

きましては，未整備の事業所等を整備するべく，令和２年度も整備募集を継続します。 

 

２ 高齢者保健福祉計画記載内容 

[継続]看護小規模多機能型居宅介護，小規模多機能型居宅介護，定期巡回・随時対応型訪問介護看

護の整備強化 

[継続]認知症対応型通所介護，認知症対応型共同生活介護の整備 

重度者を含む要介護高齢者が住み慣れた地域で，安心して暮らし続けていけるよう，在宅生

活を支える利便性の高いサービスの整備を行います。訪問・通い・泊まりのサービスを組み合

わせて利用できる看護小規模多機能型居宅介護及び小規模多機能型居宅介護の整備を行いま

す。また，日中・夜間を通じて訪問介護と訪問看護を一体的に又はそれぞれが密接に連携しな

がら提供する定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の整備を行います。そのほか，認知症

高齢者の介護を支援するためのサービスとして，認知症対応型の通所介護及び共同生活介護の

整備を行います。 

[継続]介護老人保健施設の整備 

要介護高齢者の在宅復帰を支援する中間施設の役割が期待される，介護老人保健施設の整備

を行います。 

 

３ 実績 

   平成30年度及び令和元年度の整備許可状況につきましては，以下のとおりです。 

サービス種別 整備許可事業所地区・数 未整備地区・数 

認知症対応型通所介護 西部１ 南部１ 東部１ 北部１ 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 南部１ 西部１ 

小規模多機能型居宅介護 東部１ （なし） 

看護小規模多機能型居宅介護 （なし） 西部１ 北部１ 

認知症対応型共同生活介護 西部１ 南部１ 北部１ 

地域密着型特定施設入居者生活介護 （なし） 北部１ 

介護老人保健施設 （なし） 160床 

※ 整備の進捗状況について 

応募が難しい理由を介護保険事業所運営法人に聞いたところ，「単体で整備しても採算が合わな

い」「整備用地や職員の確保が難しい」との回答がありました。本市としましても，法人が整備し

易い環境を整える必要があり，そのために，次期介護報酬改定に向けて経営に見合う報酬設定や職

員の資格要件の緩和等について国に求めていきたいと考えております。 

 

４ 今後の予定 

   令和２年度は，上記の未整備事業所について引き続き整備募集します。また，介護老人保健施設に

ついては，新設（1施設あたり80床）の応募がゼロだったため，新設の事業所の整備募集を継続しつ

つ，既存の開設許可施設の増床も認める形での募集を検討中です。 
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５－２ 地域高齢者支援センターの機能強化 

１ 経過 

本市では，地域高齢者支援センターとして東西南北春野の５か所と旭分室，17か所の出張

所で高齢者の生活支援等を行っておりましたが，超高齢社会が進む中，高齢者の生活や活動

を支援するためには，より身近な場所に支援機関を配置する必要があり，市内に14か所の地

域包括支援センターと１か所の基幹型地域包括支援センターを配置することとし，地域包括

支援センターについては市内の医療法人や社会福祉法人等に委託も行うこととしており，令

和元年度，２年度の２年間で再編することとしております。 

２ 高齢者保健福祉計画記載内容 

[新規]地域高齢者支援センターの再編 

 １センターあたりの高齢者人口を国基準に近づけるよう，センターの担当区域を見

直し，センターの増設を目指します。 

 また，各センターを統括し，公平・中立な活動を行うことができるよう，基幹地域

高齢者支援センター設置を目指します。 

３ 実績 

 令和元年度は旧東部・北部地域高齢者支援センター圏域について再編し，直営１，委託６

の計７か所の地域包括支援センターを配置しました。 

また，直営で基幹型地域包括支援センターを１か所配置しました。 

名 称 住 所 担当地区 

基幹型地域包括支援センター 
高知市塩田町18-10 

保健福祉センター 
市内全域 

南街･北街･江ノ口地域包括支援センター 
高知市塩田町18-10 

保健福祉センター 
南街，北街，江ノ口 

上街･高知街･小高坂地域包括支援センター 
高知市上町５丁目4-1 

ピュアリフレビル６階 
上街，高知街，小高坂 

下知･五台山･高須地域包括支援センター 
高知市葛島１丁目10-75 

ファミリプラザ３号
下知，五台山，高須 

三里地域包括支援センター 高知市仁井田1618-18 三里 

布師田・一宮地域包括支援センター 
高知市一宮西町１丁目7-16 

山本ハイツ101号室 
布師田，一宮 

秦地域包括支援センター 高知市愛宕山114-2 秦 

大津・介良地域包括支援センター 高知市大津乙869-6 大津，介良 

４ 今後の予定 

令和２年度は現在の西部・南部・春野地域包括支援センター圏域を再編することとしてお

り，委託又は直営で７か所の地域包括支援センターを配置する予定です。 
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４ 成年後見制度利用促進計画の策定について 
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